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不動産投資信託証券発行者名 投資法人みらい
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当投資法人の執行役員である 菅沼 通夫 は、当社の 2020年 5月 1日 から2020年 10月 31日 までの第

9期営業年度の運用報告書の提出時点において、当該運用報告書における投資法人の計算に関する規則 (平成

18年内F各弓府令第47号)第 71条から第 75条までの規定に基づく記載に関して不実の記載がないものと認

識しております。

不実の記載がないと認識するに至った理由は下記の通りです。

記

1.本投資法人の仕組み

本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和 26年法律第 198号、その後の改正を含みま

す。)(以下 「投信法」といいます。)の規定により、その資産の運用に係る業務及び資産運用報告の作成

等、開示に係る業務について三井物産・イデラパー トナーズ株式会社 (以下 「資産運用会社」といいま

す。)に委託してお ります。また、計算に関する事務及び会計帳簿の作成に関する事務等を令和アカウン

ティング・ホールディングス株式会社 (以下 「一般事務受託者」といいます。)に、納税に関する事務等

を税理士法人令和会計社に委託しております。

2,資産運用報告の作成プロセス

資産運用報告は一般事務受託者から提出される会計帳簿をもとに、資産運用会社の関係各部署が把握し

ている重要な情報を勘案した上で、原案を作成しております。当該原案については、法律に係る記載内容

について、それぞれ必要に応じて法律事務所及び税理士法人による助言を受けるとともに、会計監査人に

よる監査を受けて作成しております。なお、作成された資産運用報告は、投信法第 131条第 2項の規定に

基づき、2020年 12月 14日 付本投資法人の役員会で承認を得て提出しております。

3.不実の記載がないと認識するに至った理由

(1) 開示に係る業務を委託している資産運用会社において、常に投資者の視′点1こ 立った迅速、正確かつ公

平な情報開示、適時・適切な情報開示のための社内体制の整備が行われ、かつ実施されていることを

確認していること。



(2) 本投資法人に関する重要な項目について、本投資法人役員会に付議又は報告されていること。

(3) 本投資法人の会計監査人である EY新日本有限責任監査法人より、投信法第 130条に規定する会計監

査人の幣杏を受け、同法第 131条に規定する会計監査報告を受領していること。

(4) 資産運用報告の作成にあたつて、投信法に対する適正性については、必要に応じて本投資法人の法律

顧問である長島・大野・常松法律事務所、税務に係る適正性については、本投資法人の税務顧問であ

る税理士法人令和会計社の助言及び確認をそれぞれ得ていること。

以 上


